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野田市規則第２４号

野田市私立保育所等保育事業補助金交付規則の一部を改正する規則

（野田市私立保育所等保育事業補助金交付規則の一部改正）

第１条 野田市私立保育所等保育事業補助金交付規則（平成１８年野田市規則

第４０号）の一部を次のように改正する。

別表一時預かり事業の項中「年額２，６７６，０００円」を「年額２，

６７９，０００円」に、「２，６７６，０００円／年間延べ利用児童数」

を「１，６００，０００円／年間延べ利用児童数」に改め、同表保育士配

置改善事業（保育所及び幼保連携型認定こども園の保育部分に限る。）の

項中「１６８，９００円×１２月」を「１６８，９００円×１６．３月」

「

」

「

」

「 「

」 」

改め、同表の付表１の４時間から５時間の項中

「 「

」 」

「

」

に改め、同表の付表１の１時間の項中 １，６６５，０００円 を

１，６６７，０００円 に改め、同表の付表１の２時間から３時間

の項中 ２，６１７，０００円 を ２，６４０，０００円 に

５，４９１，０００円 を ５，５１０，０００円 に改め、

同表の付表１の６時間以上の項中 ６，４６５，０００円 を



「

」

「 「

」 」

「

」

「

」

「 「

」 」

「

」

「

」

第２条 野田市私立保育所等保育事業補助金交付規則の一部を次のように改正

する。

別表病児保育事業（体調不良児対応型）の項中「４，４９９，０００円」

を「４，４９２，０００円」に、「２，２４９，０００円」を「２，２４６，

０００円」に改め、同表保育士配置改善事業（保育所及び幼保連携型認定こ

ども園の保育部分に限る。）の項中「１６．４５月」を「１６．３月」に改

める。

附 則

６，４８５，０００円 に改め、同表の付表２の１時間の項中

１，５３２，０００円 を １，５３３，０００円 に改め、

同表の付表２の２時間の項中 ２，４０８，０００円 を

２，４２８，０００円 に改め、同表の付表３の１時間の項中

１，３３６，０００円 を １，３３８，０００円 に改め、

同表の付表３の２時間の項中 １，６５６，０００円 を

１，６６２，０００円 に改める。



（施行期日）

１ この規則中第１条の規定は公布の日から、第２条の規定は令和５年４月１

日から施行する。

（経過措置）

２ 第１条の規定による改正後の野田市私立保育所等保育事業補助金交付規則

の規定は、令和４年度分の補助金から適用する。


